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（1）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（2）漁港漁場整備法の改正を前提に、同法の漁港施設に関する事業に必要な土地

等について、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の 5,000 万円特別控除等に

係る簡易証明制度の対象とする（法人税についても同様とする。）。 

（3）空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例について、次の措置を講

じた上、その適用期限を４年延長する。 

① 本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相

続人居住用家屋（当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用

又は居住の用に供されていたことがないものに限る。）の一定の譲渡又は当

該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした

被相続人居住用家屋の敷地等（当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、

貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。）の一定の

譲渡をした場合において、当該被相続人居住用家屋が当該譲渡の時から当該

譲渡の日の属する年の翌年２月 15 日までの間に次に掲げる場合に該当する

こととなったときは、本特例を適用することができることとする。 

イ 耐震基準に適合することとなった場合 

ロ その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合 

② 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等

の取得をした相続人の数が３人以上である場合における特別控除額を 2,000

万円とする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相

続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。 

（4）低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の 100 万円特別控除について、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわ

ゆるコインパーキングを除外する。 

② 次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用

土地等の譲渡対価に係る要件を 800 万円以下（現行：500 万円以下）に引き
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上げる。 

イ 市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画

区域（用途地域が定められている区域に限る。） 

ロ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者

不明土地対策計画を作成した市町村の区域 

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に行う低未利用土地等の譲渡につい

て適用する。 

〔縮減等〕 

（1）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除

外する。 

② 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対

する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行わ

れる開発行為に係るものに限定する。 

イ 市街化区域 

ロ 市街化調整区域 

ハ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域（用途地域

が定められている区域に限る。） 

（2）既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及

び交換の場合の譲渡所得の課税の特例について、買換資産である中高層の耐火

建築物の建築に係る事業の範囲から、上記（1）①の特定の民間再開発事業を

除外する。 

（地方税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（2）個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕（2）から（4）まで

の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

〔縮減等〕 
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（1）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除

外する。 

② 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対

する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行わ

れる開発行為に係るものに限定する。 

イ 市街化区域 

ロ 市街化調整区域 

ハ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域（用途地域

が定められている区域に限る。） 

（2）個人住民税について、所得税における〔縮減等〕（2）の見直しに伴い、所要

の措置を講ずる。 

４ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充〕 

（1）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を３年延長する（法人

税についても同様とする。）。 

（2）児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けに

つき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける

経済的な利益の価額については、その事業内容の見直し後も引き続き所得税を

課さないこととする。 

（3）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金

銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除

により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこと

とする。 

（4）子育て世帯等臨時特別支援事業の「支援給付金」として給付される給付金

（既に給付されたものを含む。）について、次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えをしない。 
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（地方税） 

〔延長・拡充〕 

（1）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を３年延長する。 

（2）個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕（2）から（4）までの

見直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

５ その他 

（国 税） 

（1）事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を

受けた災害により生じた損失（以下「特定被災事業用資産の損失」という。）

について、次に掲げるものの繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

① 青色申告者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうちに特定被

災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、被災事業用

資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額 

② 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうち

に特定被災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、そ

の年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失に

よる純損失との合計額 

③ 上記①及び②以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額 

（2）個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生

じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除して

も控除しきれない損失額についての繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

（3）給与所得者の特定支出控除の特例について、次の措置を講ずる。 

① その支出が、本特例の対象となる研修費又は資格取得費に該当するもので

ある場合において、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係るもので

あるときは、現行の給与等の支払者によるその支出が特定支出に該当する旨

の証明の書類の確定申告書等への添付に代えて、キャリアコンサルタントに

よるその支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の確定申告書等への添付

ができることとする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（4）国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予につい
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（2）個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生

じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除して

も控除しきれない損失額についての繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

（3）個人住民税における給与所得等に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承

認の申請書について、記載事項の簡素化を行う。 

（注）上記の改正は、令和９年１月分以後の承認申請について適用する。 

（4）給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代

えて、その異動がない旨の記載によることができることとする。 

（注）上記の改正は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき給与等について

提出する給与所得者の扶養親族等申告書について適用する。 

（5）給与支払報告書等の提出義務者のうち eLTAX 又は光ディスク等による提出義

務制度の対象とならない者が、給与支払報告書等の書面による提出に代えてそ

の給与支払報告書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするた

めの要件であるその者が受けるべき市町村長の承認を不要とするほか、これに

伴う所要の措置を講ずる。 

（6）個人住民税について、所得税における（3）及び（14）から（20）までの見

直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

（7）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

〈国民健康保険税〉 

（8）国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 22 万円

（現行：20 万円）に引き上げる。 

（9）国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 

① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずべき金額を 29 万円（現行：28.5 万円）に引き上げる。 

② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずべき金額を 53.5 万円（現行：52 万円）に引き上げる。 

 

二 資産課税 

１ 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築 
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（1）相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。 

① 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るそ

の年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控

除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続

税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産

の価額は、上記の控除をした後の残額とする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る

相続税又は贈与税について適用する。 

② 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又

は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提

出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の

課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時

における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当

する額を控除した残額とする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に生ずる災害により被害を受ける

場合について適用する。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（2）相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、

次の見直しを行う。 

① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前７年以内（現

行：３年以内）に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したこ

とがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額（当該財産のうち当

該相続の開始前３年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、

当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額）を相続税の課税価格

に加算することとする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る

相続税について適用する。 

② その他所要の整備を行う。 

２ 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

（1）直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい
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て、次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 

① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死

亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が

５億円を超えるときは、受贈者が 23 歳未満である場合等であっても、その

死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該

受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る相

続税について適用する。 

② 受贈者が 30 歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出

額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとす

る。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈

与税について適用する。 

③ 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別

区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一

定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保

育料等を加える。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に支払われる教育資金について適

用する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（2）直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措

置について、受贈者が 50 歳に達した場合等において、非課税拠出額から結

婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を

適用することとした上、その適用期限を２年延長する。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与

税について適用する。 

３ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

〈相続税・贈与税〉 
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（1）福島国際研究教育機構の設立に伴い、相続財産を贈与した場合の相続税の非

課税制度の対象となる法人の範囲に同機構を加える。 

（2）医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提

供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年３月延長する。 

① 相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の

日から起算して５年（現行：３年）を超えない範囲内のものとする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

〈登録免許税〉 

（3）土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

の適用期限を３年延長する。 

（4）住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適

用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書

に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査

に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することが

できることとする。 

（5）農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転

登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３年延長する。 

（6）信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減

措置の適用期限を２年延長する。 

（7）農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率

の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（8）日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率

の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（9）農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免

許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（10）医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移

転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３年延長する。 

（11）認定民間都市再生事業計画（当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の

規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合にお
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